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県立保健医療福祉大学施設整備提案審査委員会決定

審査方法の基本的考え方

１ 募集要項における審査の考え方

「事業・資金」「技術」「維持管理」の各面を総合的に審査するが、次の事項を重視する。

①県の提示条件等に沿った上で、より優れた提案が行われていること

②優れた品質管理が行われ、期限までに確実に工事を完工し県に引渡しできること

③総事業費の抑制など財政資金の効率的かつ効果的な使用が図られること

２ 審査方法

(1)審査項目

次の項目を基本に適切に項目を設定し、評価を行っていく。

〔 大項目 〕 〔 中項目 〕

提示条件

機能性・快適性

計画・技術 安全性・福祉配慮

環境配慮

実現性

基本方針

性能・機能 維 持 管 理 管理体制

サ－ビス水準

経済性（光熱水費等）

総合的評価

外観デザイン、創意工夫点など）（

企業体力・信用力

事業・資金] 設計・建設実績

資金調達の妥当性・安全性（事業の実現性）

コスト 割 賦 料

維持管理料

(2) 審査の進め方

審査の進め方については、まず「性能・機能」に関する評価を行い、上位となった提案について



「コスト」による評価を加え、総合的に判断することとする。

なお、具体的な審査の進め方については審査委員会において検討を行っていく。

３ その他

提案提出後、応募者からヒアリングを行い審査の参考とする。


